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意法施行70年 意法とは何か- 9 条、 13条、 20条についての若干の考察一 

The Constitution of Japan After 70 Years :
What is the Meaning of Articles 9, 13 and 20 ? 

小 南 浩 -* 
KOMINAMI Koichi 

今年 (2017年) は意法施行70年にあたる。 一度も改正 さ れるこ と のなかっ た意法ではあるが、 意法改正 を政治目標に掲

げる安倍政権によ っ て、 意法をめ ぐる政治状況は大き く 動いている。 小論はあ ら ためて意法 と は何かを考察す る。 分析の

視点は以下の 4 点である。

1 意法の本質であ る立意主義について、 自民党意法改正草案 と の比較を通 じ て考察す る。 その際、 特に近代立意主義の

核心 と もし う べき意法第13条についてあ ら ためて考察す る。 

2 意法改正論者の主張す る所言青 「押 しつけ論」 について、 その妥当性 を検証 し、 9 つの視点から反論 を試み

3 改正論の最大のタ ーゲ ッ ト である意法第 9 条について、 その歴史性、 理念、 普遍性な どを多面的に論 じ た

た

0 

c 

4 首相によ る靖国神社参拝問題 を以下の 3 つの角度から論 じ た。 ①意法20条 と の関係、 政治と宗教と の関係、 ②中国や

韓国な どの反発に見 ら れる外交上の問題、 ③死者を悼むと は どう いう こ と かと いう 信仰、 慰霊の問題。 

キーワー ド : 日本国憲法、 押 し つけ論、 意法第 9 条、 個人の尊重、 靖国参拝
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1 , は じ めに

今年 (2017年) は意法施行70年にあたる。 人間でいえ

ば古希 を迎え たこ と にな る。 戦後、 意法改正 を党是と す

る自民党長期政権のも と 、 意法改正に関す る様々な議論

や運動、 あ るいは 「押 し つけ」 た当のア メ リ カ に よ る改

憲圧力 にも かかわらず、 憲法は一度 も改正 さ れなかつ

その理由は何か。 

た 0 

310万人の自国民の犠牲者 を出 し た、 ま た2000万人以

上のア ジアの人た ち を死 に追いや っ た ア ジア太平洋戦争

のよ う な戦争は二度と し ない と い う 決意 (前文及び第 9 
条) を当時の多 く の人々が持 ち、 またその記憶が受け継

がれてき たから であ ろ う か。 あ るいは、 改意論者渡辺美

智雄がかつて言 っ たよ う に、 無理矢理押 し つけ ら れた女

房 (意法) ではあ っ たが、 長年連れ添え ば、 それな り に

愛着 も わ く と いう こ と なのか* ' 。
小論は、 こ の節目の年にあ ら ためて意法 と は何かを歴

史的 な視点 を含めて再考す る。 また、 改意論の根拠 と さ

れる GHQ 「押 し つけ論」 につい て も考察す る。 さ ら に、

近代立意主義の中核思想であ る第13条、 また、 改意派の

最大の タ ーゲ ッ ト と さ れる第 9 条、 そ し て、 中曽根 ・ 小

泉 ・ 安倍首相に見 ら れる靖国神社参拝問題をめ ぐ る第20 
条について若干の考察 を行う 。 なぜ、 第 9 条、 13条、 20 
条 なのか。 こ れら の考察は、 ま さ に 「戦後」 * 2 日本の70 
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年 を問 う こ と につ ながるから で あ る c 

2 , 安倍首相の 「功績」

戦後70年 を経て、 今日ほど意法改正に関す る議論がマ

ス コ ミ をは じ め世間 を賑わせ てい る時はない。 こ れは ひ

と え に安倍首相の 「功績」 によ る。 幕末の同郷の英傑の

名 を冠 し た宰相安倍晋三は、 こ れまた幕末の同郷吉田松

陰の引い た孟子 「自 ら反みて縮 く んば千万人と いえ ども

吾 ゆかん」 * 3 を モ ッ ト ーと す る信念の人であ る よ う だ。 

父安倍音太郎ではな く 、 も ち ろ ん父方の祖父安倍寛 * 4 
で も な く 、 「昭和の妖・I 」 と称 さ れた母方の祖父岸信介

の DNA を強 く 受け継 ぐ と さ れる * 5 安倍首相の政治目標

は、 岸の悲願であ っ た意法改正にある。 第一次安倍政権

はそう し た安倍の政治心情 を直裁に表現 し た。 日 く 「戦

後 レ ジユームからの脱却」 で あ る。 戦後 レ ジユームと は

侵略戦争 と 植民地支配の反省の上に構想 さ れ、 平和 と自

由 と民主主義 を基調と す る日本国意法に具現化 さ れた日

本の在り 方である。

安倍は敗戦後の占領政策によ っ て、 自身の考え る 「本

来の日本」 (世界に冠た る皇室 を頂 く 、 歴史 と 伝統あ る

大和民族の日本国) が換骨奪胎 さ れた と 言う 。 「占領下

で教育基本法と 憲法が成立 し、 戦後体制が整っ た。 いま

だに続い てい るのは占領時代の残津 だ」 * 6 ま た、 こ う も
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言っ てい る 「占領時代の残津 を払拭するこ と が必要です。 

占領時代につ く ら れた教育基本法、 意法 をつ く り かえ て

い く こ と 、 そ れは精神的に も占領時代 を終わら せる こ と

に な る」 * 7。

同 じ文脈で語ら れるのが、 安倍自民党が2012年総選挙

で打 ち出 し た 「日本 を、 取り 戻す。」 と い う スロ ーガ ン

であ る。 こ れは 「単に民主党政権から日本を取り戻すと

い う 意味ではな く 、 戦後の歴史から、 日本と い う 国を日

本国民の手に取り 戻す戦い」 * 8 だ と い う 。 戦後の歴史 と

はま さ に戦後 レ ジュ ームであ る。 そ こ から占領時代の残

津を除いた 「本来の日本」 を取り 戻すという 意味である。 

こ れに対 し て、 「戦後日本」 を評価す る側は、 安倍のい

う 「本来の日本」 と は、 戦前の大日本帝国 (その影に戦

犯岸信介が透け て見え る) であ っ て、 その安倍から 「日

本 を、 取り 戻す」 即ち、 日本国意法に具現化 さ れた価値

を守 ろ う と する。 一方、 辺野古基地移設に反対す る翁長

沖系 県知事は、 安倍の言う 「日本」 のなかに沖系 は入っ

てい ない と批判 し てい る * 9。
いずれにせよ、 マ ス コ ミ や国民の憲法に関す る関心 を

こ れほ ど高めた総理はい ない。 な るほ ど1955年 に結党 さ

れた自民党の綱領には意法改正が掲げ ら れていた。 し か

し、 1960年安保闘争後の池田内閣以降、 中曽根内閣を例

外に、 歴代の自民党政権は意法改正 を政治目標に掲げる

こ と は なか っ た。 む し ろ田中角栄 * '°や宮澤喜一元首

相 * '' な どのよ う に、 日本国意法 を積極的に評価 し た歴

代首相も いた。 

しかし、 安倍首相は先述の通り 、 祖父岸信介の意法改

正にかけ る思い を代行す るかのよ う に、 強い意志 と 行動

力 を持 っ て憲法改正 を大き な政治問題と す るこ と に成功

し た。

2005年に成立 し た第一次安倍政権は 「戦後レ ジユーム

からの脱却」 をめ ざ し、 教育基本法の改正 を実現 し、 意

法改正に向け た国民投票法の成立にこ ぎ着けた。 こ れだ

けで も一内閣の業績と し ては特質に値する。 第一次安倍

政権で発足 し た 「安全保障の法的基盤の再構築に関す る

懇話会」 (安保法制懇と 略称する) は、 集団的自衛権の

行使容認 を目指 し たが、 首相退陣によ っ て組織は残 っ た

も のの、 その後、 一度 も 開催 さ れる こ と はなかっ た。 次

の福田首相は意法改正 な ど全 く 興味がなかっ たから であ

る。

「腹痛」 で前代未聞の退陣を強い ら れた安倍首相は、

2012年、 大方の予想 を裏切 っ て不死鳥のよ う に復活 し

た * '2。 中断 し てい た安保法制懇 も復活 し、 集団的自衛

権の行使 を認める答申 を出 さ せた。 も ち ろ ん、 行使 を認

めない法制局長官の首 を車 っ て、 容認派の長官 を据え る

な ど周到な準備がな さ れた。 連立与党である 「平和の党」

公明党に対 し ては、 祖父岸信介以来の強烈な池田大作 と

のパイ プ を通 じ て、 説得に成功 し た。 多 く の メ デ ィ アが

2 

反対 し、 SEALDs に代表 さ れる市民運動によ る数万人規

模の反対運動、 官邸デモ、 さ ては焼身自殺によ る抗議ま

で見 ら れたが* '3、 安倍は信念に基づ き、 反対者が多 け

れば多 いほ ど情熱 をかき立 て ら れるかのよ う に邁進 し た

のであ っ た。 そ し てついに、 戦後初めて、 2014年 7 月
集団的自衛権の行使容認を閣議決定 し、 2015年 9 月、

こ
、
そ

れに基づ く 11本から なる安保法制 を成立 させたのである。 

ま さ に戦後、 どの総理 も つい に な し え な か っ た 9 条の

「無効化」 に成功 し た。 ま さ に歴史に残る 「大総理」 と

言え よ う 0 

3 , 安倍首相の意法観 (無知と 無恥)
安倍首相は最終日標であ る憲法改正に向け て、 当初は

改正手続き を定めた96条の改正 を突破口に し よ う と し た。 

し か し、 こ れは改正のルール自体 を変更 し て、 改正のハー

ドルを下げ、 本丸の 9 条 を改正 し よ う と す るその底意が

i秀け て見え て、 意法の専門家のみな らず、 多 く の政治家

か ら 「裏口入学」 と し て批判 さ れた * '4。 その後、 軌道

修正 し、 96条改正を封印 し て、 実質的な解釈改意へと向

か っ たので あ っ た。

安倍は96条改正について問われ、 「 3 分の 1 をち よ つ

と 超え る国会議員が反対 をすれば、 指一本触れる こ と が

で き ない と い う こ と はおか しい だ ろ う と い う 常識で あ り

ます。 まずこ こ から変え てい く べき ではないかと い う の

が私の考え方だ」 と答弁 し てい る * '5。
こ れは、 3 分の 1 の国会議員 を軽視する安倍の民主主

義観をよ く 表 し てい る。 同時に、 改正条項がなぜハー ド

ルが高いのか、 硬性意法の趣旨 を全 く 理解 し てい ない。

2013年 3 月29 日の衆議院予算委貝会で当時の民主党小

西洋之議貝は、 安倍首相に対 し日本国憲法の中で最も大

切な条文 を挙げるよ う 切り 出 し、 「包括的な人権保障、

包括的な人権規定と 言われる条文は何条ですか」 と質間

し た。 こ れに答え ら れなか っ た安倍か ら 「 ク イ ズの よ う

な質間は生産的ではない」 「そ う い う 子供 つぼい こ と は

やめて」 と 言われた。 ま た、 「芦部信喜 さ んと い う 憲法

学者、 ご存知ですか」 と の問いに、 安倍首相は、 「私は

存 じ上げており ません」 と答え た。 「 では、 高橋和之 さ

ん、 あ るいは佐藤幸治 さ んと い う 意法学者は ご存知です

か」 と重ねて質問 し たが、 安倍は 「中 し訳あり ません、

私は余り 、 意法学の権威ではご ざいませんので、 学生で

あ っ たこ と も ございませんので、 存 じ上げており ません」

と答弁 し た* '6。

憲法の日的が人権の保障にあり 、 人権の保障 を担保す

る核心的条項が意法13条の個人の尊重、 生命自由及び幸

福追求権であ るこ と は、 大学での憲法授業のイ ロ ハであ

る。 筆者も憲法の授業の最初の時間に、 小西議貝 と同 じ

よ う な質問 を学生にす るが、 学生は答え ら れない。 た だ

し、 授業で強調す るので学生は記憶に強 く 残る こ と にな
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る。 歴代の どの総理よ り も強い意志 と 決意で意法改正 を

め ざす安倍首相に と っ て、 こ んな質問は馬の耳に念仏か

と 思いき や知 ら なか っ た。 13条 どこ ろか、 芦部信喜な ど

の学者 を知 ら なか っ た と はにわかに信 じがたい。 少 な く

と も安倍は成是奚大学法学部の出身で も ある。 芦部憲法学

と も称 さ れる意法学の重鎮 を知 ら ない とは、 然と す る。 

高橋和之補訂の芦部 『意法』 岩波書店は 6 版を重ねる意

法のテキス ト の 「定番」 と 言 っ て も過言ではな く 、 意法

の授業で参考文献の第一に挙げ ら れる書籍で も あ る * '7。 

こ れを知 ら ない と 堂々と 国会で発言 し た こ と に私は愕然

と し たが、 世間の反応は全 く 逆だ っ た。 意法に対す る無

恥 を さ らけ だ し た安倍に対す る批判ではな く 、 こ う し た

質問をした小西議貝側に批判が殺到し、 小西議員のツイ ッ

タ 一が炎上 し た と い う 。 日 く 「貴重な質疑を、 相手 を貶

める よ う な使い方 をす るのは売国に等 し い」 「国民の為

に な る よ う な質間 し ろ よ。 く だ ら ない事ばかり …。」 「俺

東大法だけ ど、 芦部 と か初めて聞いたわ、 友達に聞いて

も、 誰 も知 ら ないけ ど、 戸一部知 ら ない と 何か困 るのか」

等々 * '8。 こ れに筆者は再 び驚愕す る こ と に な る。 安倍

の強 さは こ の無知 と無恥にあ るのではないか。

昨今、 反知性主義と いう 言葉が1]宣伝 さ れるが、 麻生元

首相の国語力 * '9 な ど、 日本の ト ッ プ リ ー ダーの知 性以

前の基礎学力がおか し く な っ てい る。 安倍が在学中、 成

是奚大学で政治思想史を教え ていた加藤節教授は言う 。 

「安倍 さ んを表現す る と き 、 私は、 二つの 『ムチ』 に集

約で き る と 思う のです。 一つは ignorant の 『無知』、 も

う 一つは shameless の 『無恥』 です。 『無知』 につい て

い う と 、 彼はまず歴史 を知 ら ない。 戦後の日本が築いて

き た歴史 をふまえ てい ない んです。 歴史 をよ く 知 ら ない

か ら、 そ んな も のは無視 し て も良い と 考え てい るのでは

ないで し よう か ? 」 *2°。
2015年 9 月13日、 安倍の母校成際大学の現役生、 卒業

生が以下のよ う な抗議声明 を出 し てい る。 「私た ち成際

大学後輩一同は、 あなたの安全保障関連法案におけ る、

学問 を愚弄 し、 民主主義 を否定す る態度に怒り を覚え、

ま た政治学 を学んだ と はにわかに信 じがたい無知 さ に同

窓生と し て恥ずか し さ を禁 じ得ません」 *2'。
と こ ろで、 13条と は国家は国民の生命 ・ 自由 を守る と

い う 国家の第一の義務 を銘記 し た も ので あ る。 と こ ろが

安倍政権は現行意法 を敵視 し てい るためか、 前述の小西

質問への答弁に見 ら れるよ う に13条に全 く 関心がない。 

例えば、 北朝鮮によ る拉致問題を現在の安倍政権は全 く

進展 させる こ と が出来てい ない。 また、 2015年の後藤健

二 さ ん等人質事件の時、 安倍首相は、 自 らの軽率な発言

がその背景にあ っ た な ど と は夢に も 思わず、 「 テロ と は

断固戦う」 と いう 陳腐な言を繰り 返すだけで、 人質救済

に向け た積極的 な対応 を取 ら な か っ た *22。 かつ て、 福

田首相が ダ ッ カ日航機ハイ ジ ヤツク 事件の と き 、 「 人命

3 

は地球よ り 重い」 と 言 っ て、 人質 を救出 し た時の対応と

は全 く 違う 。 な るほ ど、 福田首相はテロ リ ス ト に屈 し た

と し て国際社会から批判 を受け た。 一方、 小泉や安倍政

権の人質事件に対す る対応は、 テロ に屈 し ない と唱え る

だけで、 政府と し て断固日本人を救う と いう 意思は全 く

見ら れなかっ た。 東大法学部の銀時計組である福田の意

法認識は、 タ 力派の改意論者 と し てのみ知 ら れるが、 意

法に対す る認識の深 さ におい て、 小泉や安倍 ら と は雲泥

の差があ っ たので は ない かと 筆者には思われる。

安倍首相は、 2014年 2 月 3 日の衆院予算委員会で、

「 (意法は) 国家権力 を縛る ものだという 考え方はあ るが、

それはかつて王権が絶対権力 を持 っ ていた時代の主流的

な考え方で あ っ て、 今ま さ に憲法 と い う のは、 日本 と い

う 国の形、 そ し て理想 と 未来 を語 る も のではないか」 と

答 え て い る *230 これは意法の試験の答案 と し ては落第

点であ る。 近代立意主義 と はいかな る も のかを全 く 理解

し てい ない驚 く べ き 答弁で あ る *24。 意法 と は国民一人

ひと り を個人 と し て尊重 し、 その人権 を守 る ために国家

権力 を し ばる も のであ る と い う 立意主義の説明は、 大学

のみな ら ず中学 ・ 高校の意法授業の要で あ る。 ま た、 現

行意法は理想 と 未来 を語 っ てい ない と で も い う ので あ ろ

う か。 むし ろ自民党の改意派は、 現行意法の前文や 9 条
を理想的過 ぎる と批判 し てき たのではなかっ たか。 2012 
年の自民党日本国意法改正草案 ( 自民党改正案と略称す

る) の前文 と 、 現行意法の前文 を比較せら れよ。 いずれ

が理想 と未来 を語 っ て格調高いかは一目瞭然であ ろ う 。

しか し、 本来、 意法は 「理想 と 未来 を語る」 ものでは

ない。 1 億の主権者た る日本人の考え る理想 と未来は、

各人にと っ て多種多様であ る。 そう し た多種多様な もの

を無理矢理ま と めるこ と は不可能であり 、 ま し て、 政権

がそ れを提示す る こ と は フ ァ シズムで あ る。 国家は国民

一人ひと り の内面に立ち入 ら ない と い う のが、 近代立意

主義の大前提である。 国民一人ひと り がその個性と 能力

を最大限に発揮出来るよ う な自由で平等な社会の構築こ

そ広義の立意主義 と いえ よ う 。

憲法第99条 「天皇又は摂政及び国務大臣、 国会議員、

裁判官その他の公務員は、 こ の憲法 を尊重 し擁護す る義

務 を負 う 。」 は、 立意主義の要請であ る。 意法は国民に

ではな く 、 国家権力 を担う 側にその尊重と擁護の義務を

課 し てい る。 しかるに、 自民党改正案では、 意法が国民

を縛 る も のと な っ て し ま っ てい る。 立意主義に対す る無

知、 こ れに優 る も のはない。

集団的自衛権の行使について、 安倍首相は2014年 2 月
12 日の衆院予算委貝会で 「 (意法解釈の) 最高責任者は

私だ。 政府答弁に私が責任 を持 っ て、 その上で私た ちは

選挙で国民の審判 を受け る。 審判 を受け るのは内閣法制

局長官ではない。 私だ」、 「閣議決定で決めて初めて完全

に確定す る。 その後、 国会で議論 をいただ く こ と になる」
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と答弁 し てい る。 民主的な選挙で選ばれた政権が、 何で

も出来 る と いわんばかり の暴言で あ る。 どのよ う な政権

であれ、 憲法のしばり の中で しか、 権力は行使 し得ない。 

その縛り を解 く ため総理が勝手に憲法の解釈 をす る とは、

ま る で ヒ ト ラ ーばり の独裁だ *25。 ま た、 内閣法制局は、

歴代政権と相互に連携 し ていままでの意法解釈 を し、 あ

ら ゆる方面 と 調整を図り 、 戦後日本の法的安定性 を担保

し てき た。 こ の発言に も立意主義に対す る無知 を見て取

る こ と が出来 る。 「閣議決定で決めて初めて完全に確定

す る。 その後、 国会で議論 をい た だ く こ と に な る」 と の

発言 も、 閣議決定が国会の上にな るのでは、 国会は国権

の最高機関の意味がわかっ てい ない。 ま さ に裸の王様よ

ろ し く 「私が内閣総理大臣だ」。

その他、 2015年 3 月20日の国会での 「わが軍」 発言、

「立法府の長」 発言な ど、 安倍首相の意法に対す る無理

解、 無知 をあげれば枚挙に暇がない *26。

また、 安倍首相は意法の前文 「われらは、 平和 を維持

し、 専制 と 隷従、 圧迫 と偏狭 を地上から永遠に除去 し よ

う と努めてい る国際社会におい て、 名誉あ る地位 を占め

たい思う 」 を批判 し て、 「自分たちの安全 を世界に任せ

ます よ、 と 言 っ てい る (中略) 自分たちが専制 と 隷従、

圧迫 を無 く そ う と 考え てい るわけではない。 い じ ま しい

んですけ どね。 みっ と も ない意法です よ」 *27 と 発言 し て

い る。 現行意法 をい じ ま し い、 みっ と も ない と 公言 し た

総理はかつて なかっ た。 中曽根元首相のよ う な改意論者

で も 意法 を軽視は し たが、 軽蔑は し なかっ た。 明 ら かに

99条の精神に も と るが、 不思議 なこ と に大き な批判はな

い C 

4 , 13条について

日本国意法の全文103条の条文のなかで、 意法の芯、

意法の核 と も言う べき条文は第何条か。 も し、 こ れがな

け れば、 その意法は完全に息絶え て し ま う と い う く らい

の急所 と な るのは、 どの条文か。 それが13条であ り 、 前

述の通り 、 立憲主義の要であ る *28。
立憲主義 と いう 「人類普遍の原理」 は、 日本人 を も含

めた人類の伝統 *29 で、 その生命線で あ る13条の歴史は

ア メ リ カ独立宣言の前文 「われわれは、 自明の真理と し

て、 すべての人は平等に造 ら れ、 創造主に よ っ て、 一定

の奪いがたい天賦の権利 を付与 さ れ、 そのなかに生命 ・ 

自由お よ び幸福の追求の含ま れる こ と を信ず る。」 *3°に

淵源 を持つ。 

戦前の日本で も立意主義はよ く 使われた言葉であ っ た 0 

立意改進党や立意民政党な ど政党名に も冠せら れた。 明

治憲法の制定者伊藤博文 も立憲主義 をよ く 理解 し ていた。 

彼はそ も そ も憲法 を制定す る と い う こ と は、 第一君権 を

制限 し、 第二臣民の権利 を保護す るにあり 、 臣民の権利

を列挙せず、 只責任のみ記載せば、 意法制定の必要はな
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い と 言 っ てい た。 し か し、 実際に制定 さ れたのは臣民の

権利 を法律の範囲内で認めたに過 ぎなかっ た。 そ う い う

意味で明治憲法は絶対主義と立意主義の妥協的性格を有

す る と 言われて い る *3' ち な みに、 権利条項不要論 を主

張 し た文相 ・ 森有礼の論拠は伊藤よ り 進んでいた。 「臣

民ノ 財産及言論ノ 自由等八人民ノ 天然所持スル所ノ モ ノ」

と い う 前提に立 っ て、 「意法= 於 テ此等 ノ 権利始 テ生シ

タ ルモ ノ ノ 如 ク唱 フ ル コ ト ハ不可」 と い う も のだ っ たか

ら で あ る *320

と こ ろが、 120年後の自民党改正案は、 歴史の後退よ

ろ し く 、 こ の天賦人権論 を見直そ う と し てい る。 例え ば

10章、 最高法規 97条 「 こ の意法が日本国民に保障す る

基本的人権は、 人類の多年にわた る自由獲得の努力の成

果であ っ て、 こ れらの権利は、 過去幾多 の試練に堪へ、

現在及び将来の国民に対 し、 侵すこ と のでき ない永久の

権利 と し て信託 さ れた も のであ る」 は、 自民党改正案で

は全文削除さ れてい る。 なぜか。 自民党の Q & A 集は、

自民党改正案11 条 「国民は、 全ての基本的人権を享有す

る。 こ の憲法が国民に保障す る基本的人権は、 侵すこ と

の出来ない永久の権利である」 と内容が重複するから だ、

と説明 し ている。 しかし、 この条白体も、 現行意法の 「…

現在及び将来の国民に与え ら れる」 が削除 さ れており 、

将来の国民は保障の限り ではない と い う こ と か。

そ も そ も第10章は最高法規と し て、 97、 98、 99条 を規

定 しているが、 98条が 「こ の意法は、 国の最高法規であ っ

て、 その条規に反す る法律、 命令、言召勅及び国務に関す

るその他の行為の全部又は一部は、 その効力 を有 し ない」

と し て、 意法の形式的効力の最高性 を確認 し てい る。 そ

し て、 97条が最高法規の章にあ る意味は、 憲法の日的、

本質が人権の保障にあ るこ と を改めて確認 し、 実質的な

最高性 を言區う 形 と な っ てい るか ら で あ る *33。 自民党改

正案が、 96条の改正条項のハー ドルを下げたこ と と 、 97 
条削除は連動 し てお り 、 と も に意法の最高法規性 を損う

こ と に寄与 し てい る。 さ ら に、 Q & A 集は、 西欧の天賦

人権説に基づ く 規定は改める必要があ る と 言う 。 自民党

改正案にかかわっ た片山 さ つき は 「国民の権利は天から

付与 さ れる、 義務は果た さ な く ていい と 思 っ て し ま う よ

う な天賦人権論 を と るのは止めよ う 、 と い う のが私た ち

の基本的 な考え方で す」 と ツ イ ッ タ 一に投稿 し た *34。 

上述 し た近代立意主義の無理解、 否定ではないか。 改意

派がよ く 口にす る 「意法は権利ばかり で義務がない」 の

常套句 に通底す る。 し かし、未婁々述べたよ う に、 そ も そ

も憲法と は国家権力 を しばっ て国民の権利 ( 自由) を守

る も ので あ るから、 権利 ばかり に な るのは当 た り 前の話

であ る。

繰り 返 し にな るが、 近代立憲主義は人間 を個人と し て

尊重す る と こ ろから始ま っ た。 前近代では人間は個人で

はな く 、 階級や階層、 男 ・ 女で扱われた。 人間一人ひと
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り が注目 さ れ、 かけがえのない存在と し て尊重 さ れるの

が近代である。 と こ ろが、 戦前の日本は 「個」 が消 さ れ、

世界に冠た る日本人と し て束ねら れた。 その象徴が桜で

あり 、 日の丸であ り 、 君が代であ り 、 現人神天皇であ っ

た。

と こ ろが自民党改正案はこ の13条を 「個人」 ではな く 、

「人 と し て尊重 さ れる」 と 修正 し てい る。 そ し て 「公共

の福祉」 を 「公益及び公の秩序」 に改正 し てい る * 35 0 

ま さ に上述の戦前日本への回帰である。 天皇を元首に し、

日の丸 ・ 君が代 を国旗 ・ 国歌と 意法に明記す るな ど、 個

人の尊重ではな く 、 国民全体の統合への強い志向が読み

取れる。 自民党改正案は、 個人の権利ばかり が尊重 さ れ

過 ぎてい る、 も っ と公の利益や秩序 を大切に し ない と い

け ない と し て、 個人 を消去 し、 「公益及び公の秩序」 を

掲げたのであ る。 と こ ろで、 いわゆる個人主義は利己主

義と は全 く 違 う 。 個人主義と は 「全体主義」 に対抗す る

個の尊重で あ る。 「 む し ろ個人が強い権利 を主張す る こ

と で強い個人が成立 し、 強い国家が成立す る」 *36。 戦前

日本人が戦争に ブレーキを掛け ら れなかっ た最大のウイ ー

ク ポイ ン ト は、 真の意味での個人主義の欠如であ っ た。

現行意法は個性や考え方の違い を尊重 し、 どう 生き る

か を個人に ゆだねてい る。 それはま た、 「個」 を 「全体」

が吸い上げ る国には二度 と な ら ない と い う 歯止めで も あ

る * 37 0

なお、 自民党改正案が立意主義に反す る事例と し て第

24条の改正 を挙げておき たい。 現行意法は24条で 「婚畑

は、 両性の合意のみに基づいて成立 し、 夫婦が同等の権

利 を有するこ と を基本と し て、 相互の協力によ り 、 維持

さ れなけ ればな ら ない。」 と あ るが、 こ れを改正案で は

「家族は、 社会の自然かつ基礎的な単位 と し て尊重 さ れ

る。 家族は、 互い に助け合わなけ ればな ら ない。」 と し

た。 元来、 意法は道徳律ではない。 よけい なお世話、 お

せっかい と 言う べき であ る。 家族のあ り 方に対 し て も 国

が口 を出す こ と に な る。 民法には結婚 と 離婚の規定が

両方書いてある。 私生活の問題に国家が口 を出すべき で

はない。 愛 し合 っ た二人が憎 し みあ っ て離婚す る場合 も

あ る。 ま さ に人生い ろい ろ であ る。 

5 , 「押 しつけ」 意法論に対する 9 の反論

安倍首相は日本国意法は占領下、 GHQ によ っ て押 し

つけ ら れた も のだから、 日本人自 らの手で作 り 直 さ ねば

な ら ぬ と い う *38。 ま た、 石原慎太郎 はかつ て、 日本国

意法は占領下で制定 さ れた憲法だから無効だ。 改正手続

き な ど必要ない *39 と 言 っ てい た。 こ う し た日本国意法

押 し つけ論に対 し て、 以下の 9 の視点から再考す る。

①押 し つけ ら れたのは日本の政府であ っ て、 国民ではな

い、 国民はむ し ろ歓迎 し た。 も し、 政府案であ る松本案

がポツ ダム宣言10項や1945年10月 4 日の人権指令、 翌日
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の五大改革指令の精神に沿 う の も で あ っ た な ら 、 GHQ 
は押 し つけ る必要はなかっ た。 む し ろ、 明治憲法こ そ当

時の国民には押 し つけ ら れた と も言え る。 自由民権運動

の盛り 上がり の中で100 を超え る私擬意法が提出 さ れた

に も かかわらず、 明治政府はこ れら を無視 し て伊藤博文

を渡欧 さ せ、 秘密裏に明治意法 を制定 し て公布 し たので

あ っ た。

半沢英一は、 日本国意法は日本の支配層には押 し つけ

ら れた も のだが、 日本の一般国民には国際民主主義から

贈 ら れた も ので あ る と い う 。 例え ば GHQ のべア テの贈

り 物が夫婦の平等と 個人の尊厳 を定めた24条にあ っ たこ

と は周知の通り *4°。
②当時の国民は憲法 を歓迎 し た。 敗戦直後の国民は生き

る こ と に精一杯で憲法には関心がなかっ たが、 そ れで も

戦争はも う こ り ごり だと心底多 く の国民は思っ た。 1946 
年 4 月17 日に公表さ れた 「意法改正草案」 に対 し て、 同

年 5 月27 日に毎日新聞が実施 し たア ンケー ト 結果では、

象徴天皇制に賛成が85 % 、 戦争放棄に賛成が70% であ っ

た。 ま た、 天皇制廃止への賛成は11% に過 ぎなかっ た点

から も 、 象徴天皇制 と平和主義 と い う 新意法の原理に対

し て、 大多数の国民が共鳴 し ていた *4'。
日本国民は 9 条 を 「抱き し めた」。 意法は条文だけで

はない、 意法 と は プラ ク テ ィ ス (実践) 、 制定以来70年

にわた る日本国民の プ ラ ク テ ィ スが重要で あ る。 多 く の

意法訴訟が提起さ れ、 60年安保聞争が戦われた。 こ う し

た プ ラ ク テ ィ スに よ っ て、 日本国民は意法 9 条 を主体的

につかみ取っ た。 意法研究者は世界に先駆け て 「人権と

し ての平和」 を打ち出 し た。 

多 く の国民の実感 と し て、 例え ば作家澤地久枝は310 
万人の日本人、 2000万人のア ジアの犠性の上に勝ち得た

のが意法だと いう 。 品川正治は、 1946年 5 月、 復貝船で

山口県 ・ 仙崎港に着岸 し て 3 日間 と どめ置かれた際に、

船上で読んだ 「新日本国意法の日本政府案」 ( 4 月17 日
公表) 9 条と出会い感動 し た、 船上の兵士全員が泣き出

し 、 私 も こ んな こ と を憲法に書け る だ ろ う か、 よ く 書い

て く れた と突き上げる よ う な感動で震え、 こ の 9 条こ そ

が私の一生の原点中の原点 と な っ た と い う *42。 美輪明

宏は、 戦争 を放棄す る と 聞い て、 私は少年で し たが、 ほ

んと う に跳 び上がるほ ど嬉 し く 思い ま し た。 も う 逃げ る

必要がない んだ と *43。

佐高信は作家城山三郎の弔辞で、 城山三郎を語ると き、

勲章拒否 と 意法擁護の 2 点 だけははず し てほし く ない と

し、 城山 さ んは 「戦争で得たのは意法だけ だ」 と口癖の

よ う に言 っ てい た と い う *44。

③太平洋戦争で多 く の犠性者 を出 し て敗北 し た後の日本

は、 新たな社会契約、 すなわち広い意味での憲法が必要

にな る と い う 真理であ る。 別に ア メ リ カが理想主義に燃

え てい たか ら作 っ て し ま っ た と い う レベルの も のではな
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い。 結局、 どの国が勝利者と し てやっ てき て も、 第二次

大戦後には勝利 し た国が貝 れた国の意法 を書き換え る と

い う 事態が起こ っ ただ ろ と 加藤陽子は言う *45。 長谷部

恭男は、 ルソ ーの 「戦争 と は相手国の憲法 を書き かえ る

も の」 を引用 し て、 「戦争は国家 と 国家の関係におい て、

主権や社会契約に対する攻撃、 つまり 、 敵対す る国家の

意法 に対 す る攻撃、 と い う かた ち を と る」 と 言 っ て い

る * 46 0

④交渉に当た っ た白洲次郎の 「占領軍に強制 さ れた」 と

い う 言葉が一人歩き し てい るが、 白洲は 「新意法のプリ

ン シプル (原理) は実に立派であ る」 と 評価 し てい る。 

「戦争放棄の条項な どは圧巻で、 押 し つけ ら れよ う が、

そ う で なか ろ う が、 いい も のはいい と 率直に受け入れる

べき だ」 と 言 っ てい る *47。 ま た、 吉田茂 ら交渉にあ た っ

た当事者は、 GHQ と の交渉の力関係で こ う な っ たので

あ っ て、 別に押 し つけ ら れた と い う 感覚はなか っ たが、

当時の交渉者ではなかっ た岸信介等が、 戦後数年経 っ て

か ら、 「押 し つけ」 論 を言い出 し た も のに過 ぎない。

⑤押 し つけ ら れた も のがすべて悪いのか。 例え ば農地改

革は日本政府 に よ る 第一次改革 を生ぬ る い と し て、

GHQ が強制的に実施 し た。 その結果、 戦前の寄生地主

制が崩壊し、 膨大な白作農民が戦後自民党の支持者になっ

た。 自分たちに都合の良い 「押 しつけ」 は歓迎で、 都合

の悪い 「押 し つけ」 を批判す るのは、 お よ そ フ ェ アでは

ない。 半沢英一は、 1948年マ ツカ ーサーによ る公務員の

団体交渉権と争議権を否定する 「政令201号」 体制 (現
在 も続いてい る ) を押 し つけ論者たちは、 「押 しつけ」

と 非難 し ない。 なぜ な ら、 政令201号体制は、 ア メ リ カ

の反動勢力が日本国民に押 し つけ た も のだが、 日本の支

配層 に と っ ては貝 ら れた も ので あ り 、 日本国憲法は、 国

際民主主義から日本の支配層に押 しつけ ら れたものだが、

日本の一般国民に と っ ては贈 ら れた も のだ と 指摘 し てい

る *48。 ま た、 マ ツ カ ーサ ーは、 極東委員 会の ソ連や オ ー

ス ト ラ リ アによ る天皇制廃止 を退け、 象徴天皇制 を維持

す るために 9 条 を抱き合わせた (避雷針意法) 、 いわば、

結果的にマ ツカ ーサーの押 し つけで、 象徴天皇制は維持

さ れた こ と に な る。 こ れを言わずに他 を言う は不公平の

そ し り を免 れない。

⑥押 し つけ ら れた英文 を翻訳 し たから日本語と し て不適

切な部分があ る。 だから、 日本人自 ら書 く べき だ と い う

意見があ る。 なるほど、 例えば前文の中段 「…平和 を愛

する諸国民の公正と信義に信頼 し て…」 は 「信義 を信頼

し て」 の方が日本語と し ては自然かも知れない。 現行意

法は翻訳調の悪文で、 それに比べて明治意法はたい し た

名文 だと する見解に対 しは、 丸谷才一の批判が秀逸であ

ろ う 。 「 わた し に言はせればふ ざけ ち やいけ ない。 た し

かに現行意法は名文ではないが、 しか し…明治意法に く

らべれば文章 と し て遙かに優れて ゐるので あ る。 そ れは
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筆者の言はんと す る と こ ろ を表現 し てずいぶん明確であ

り 、 曖味 さ が乏 しい。 誤解の余地がす く ない。 …曖味な

も のの言ひ方の大将格が明治意法で、 こ れは明日祈さ な ど

き れい さ つばり 度外視 し た劣弱 な文章で書かれてゐる。 

あ んな も の を名文呼ばはり す る者は、 土台、 文章 を云々

す る柄ではないのだ」 *49 と 厳 し い。 例え ば意法の前文、

現行意法はな るほ ど翻訳調ではあ るが、 そ れな り に伝達

性 ・ 論理性があ るのに対 し、 現行意法の前文に当た る告

文や発布勅論は、 丸谷に言わせれば、 「荘厳に し てチ ン

プ ン カ ン プ ン 、 勿体ぶつ て て曖味模精 、 何 を言つ て ゐ

るのや ら さ つぱり 見当 も つかない」 *5° し ろ も のに な る。 

明治意法第一条 「大日本帝国八万世一系 ノ 天皇之ラ統治

ス」 も ま た然り 。 「統治」 と い う 概念が不分明であ る と

指摘す る*5'。 

⑦押 し つけ たマ ツカ ーサー草案は、 鈴木安蔵 ら に よ っ て

起草さ れた民間の意法研究会案 (1945年12月26 日発表) 
の影響 を受け てい た こ と が明 ら かに な っ てい る。 意法研

究会案は 「日本ノ 統治権八日本国民 ヨ リ発ス」 と し て国

民主権の立場 を明 ら かに し 、 「天皇八国民 ノ 委任ニ ヨ リ

専 ラ国家的儀礼 ヲ司ル」 と し て象徴天皇制 を示唆 し てい

る点で総司令部案に類似 し ていた。 さ らに鈴木安蔵らの

意法研究会案が、 自由民権運動の私擬意法の影響を受け

てい るこ と、 さ ら に植木枝盛らの 「東洋大日本国国意按」

な どい く つかの私擬意法が、 フ ラ ンス人権宣言やア メ リ

カ独立宣言 を も と に作 ら れた こ と を考慮すれば、 日本国

意法の源流 をそ こ まで遡る こ と も可能であ る。

また、 意法草案の帝国議会での審議過程で、 日本社会

党の草案にあ っ た社会権が審議 さ れ、 25条 と し て結実 し

たこ と は、 日本独自の意法制定過程の意義 と 言え る * )2。 

⑧押 し つけ ら れた憲法は ダメ だ、 独立国家と し て自前の

意法を もつべき だと改正 を主張す る人たち (現政権) が、

独立国家に他国の軍隊が駐留す る と い う 事態 を強化す る

よ う に主張す る (辺野古移設推進) と い う ねじ れを どう

考え た らいいのか。 日米同盟の強化 を主張 し、 ア メ リ カ

追随主義者が改正 を主張するこ と の整合性を どう 考え る

のか。 い つたい、 意法 を改正 し て どう い う 国家 にす るの

かと い っ た ビ ジ ョ ンが見え ない。 20世紀は戦争 と 革命の

世紀であっ た。 第二次大戦後の東西の冷戦 (米 ソの 2 極) 
か ら、 ソ連の月一月壊 に よ る ア メ リ カ帝国主義 ( ア メ リ カの

一極支配) 、 しかし2001年同時多発 テロ以降の対 テロ戦

争で ア メ リ カの国力が低下、 それに比例す る よ う に中国

が台頭、 さ ら に ロ シ ア、 EU、 ア ジ ア な ど多 極化 の時代

に どう い う 理念が必要かと い っ た視点がな く 、 意法改正

のみこ だわる愚 を指摘 し たい。 む し ろ、 今 こ そ、 日本国

憲法の価値は高ま っ てい るので はない か、 と い う のが筆

者の認識であ る。 ア メ リ カが集団的自衛権の行使容認 を

歓迎 し てい る と い う が、 も っ と 深い深層 を理解すべき で

あ る。 今までは日本がア メ リ カの戦争に巻き込まれる危
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険性 と 言 っ てき たが、 今度はアメ リ カが日本の戦争 ( 
閣 をめぐ る対中国) 
る。 

小大

に巻き 込まれる可能性 を危倶 し てい

⑨ 「選び直 し」 論について。 法制定時に 「押 し つけ」 と

い う キスがあ るので、 あ ら ためて選び直す と い う 議論が

あ る。 加藤典洋の 『敗戦後論』 (1997年 ) *53 や上野千鶴

子 『選意論』 (2014年 ) に見 ら れる。 し か し、 選び直 し

論はあま り に も テキス ト 中心主義であ る。 意法と は意法

典だけに還元 さ れない、 戦後70年の意法に基づ く 法律、

あ るいは訴訟 な どの判例体系 な ど様々な実践 (上述の プ

ラ ク テ ィ ス) の集大成が憲法 (上述の宮澤喜一の主張に

も あ る ) であ る。 現行意法は公布 さ れた と き にで き たの

ではな く 、 戦後70年かけ て作 ら れてき たと いう べき もの。 

そ し て、 その蓄積が長谷部の言う 法的安定性 を築いてお

り 、 安倍政権の集団的自衛権の行使容認は、 こ の法的安

定性 を損なう と いう 議論があ っ たのである。 70年間国民

が支持 し てき て、 こ の意法の下に今日の日本 を作 っ た事

実こ そ重要であ る。 

6 , 9 条を見る11 の視点

君島東彦は 「多面体と し ての意法九条一脱神話化と再

構築」 と いう 論文で、 9 条 を六つの視点から見るこ と で、

9 条の意義、 役割、 可能性 を検討 し てい る *54。 本稿で

はこ れに学び、 さ ら に論点 を追加 し て11の視点から 9 条
を再考する。

①条文の解釈の視点から

「国際紛争 を解決する手段 と し ては」 は、 1928年の不

戦条約や1945年の国連意章で明 らか。 すなわち 「他国領

土への侵略を日的と し たり 、 政治的独立 を阻んだり 、 国

連憲章の目的に反す るよ う な手段」 を指す。 従 っ て 1 項
で放棄 さ れてい るのは侵略戦争であり 、 自衛戦争は放棄

さ れてい ない と す る説。 こ れに対 し て、 お よ そ戦争 と は

すべて国際紛争 を解決す る手段 と し てな さ れるのであ る

から、 1 項において自衛戦争 も含めすべての戦争が放棄

さ れる と 解すべき と の説があ る。

第 2 項 「前項の目的」 と は、 戦争 を放棄す るに至 っ た

動機を一般的に指すに と どま る と 解 し、 2 項では、 一切

の戦力の保持が禁止 さ れ、 交戦権 も否認 さ れる と 解釈す

れば、 自衛のための戦争 を行 う こ と は出来ず、 結局全 て

の戦争 が禁止 さ れる。 こ れが通説で あ る *55。 た だ し 、

「前項の目的」 を侵略戦争放棄 と い う 目的に解 し、 侵略

戦争以外の、 すなわち自衛の戦争では軍隊を持て る と す

る説があ る。 次に 「交戦権」 を どう 解すべき か。 「戦い

を交え る権利」 と すれば、 すべての戦争の権利 を放棄す

るので、 1 項で認め ら れる自衛戦争 も禁止 さ れる。 し か

し、 1 項 と の関係で見れば、 自衛戦争は許 さ れるので、

交戦権と は 「国際法上、 交戦国に認めら れてい る権利」

と 理解す るのが正 し い と い う 説*56 も あ る。 
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格調高い前文 と 9 条 をセ ッ ト で読めば、 9 条の目指す

所は明確で あ る。 戦力武力 を持 たず、 戦争は し ない、 国

際間の紛争 を武力で解決 し ない と い う 方針であ る。 こ れ

は思想的には絶対平和主義であ る。 非武装中立の思想で

あ る。 こ れは意法制定当時の時代背景 を理解す る必要が

ある。 当時1946年 6 月26日、 吉田首相は、 「直接的には

自衛権 を否定 し ないが、 9 条 2 項におい て一切の軍備 と

国の交戦権 を認めない結果、 自衛権の発動 と し ての戦争

も 禁止 さ れる」 と し た 0 

その後、 政府見解は変化 し た。 独立国家と し て自衛権

はあり 、 自衛のための最小限度の実力 (実力 と は戦力 と

言う 言葉が使え ないから。 し かし、 最小限度と は言 っ て

も、 相手が核 を保有 し てい れば、 そ れに対抗す る最小限

度は核 と い う こ と になり 、 相対的な基準に過 ぎない) の

保持は許 さ れる と い う のが1972年以降から現在にい た る

政府の見解である。

②連合国 (米国) からの視点

9 条の由来は、 マ ツカ ーサーに よ る天皇制擁護のため

の 9 条であ っ たこ と。 し かし、 冷戦の激化によ っ て米国

は、 日本の非軍事化 を直ちに放棄 し、 9 条改正 を打診'、

米軍を補完する日本再軍備が追求 さ れた。 1953年11月来

日 し たニ ク ソ ン副大統領が、 日本 を非武装化 し たこ と は

失敗であ っ た、 9 条改正が必要と 演説 し た。 米軍を補完

す る日本の軍備増強は米国政府の一貫 し た要求であ る。 

9 条改正 を歓迎す るのがワ シ ン ト ンの立場、 2007年 2 月
のア ミ テージと ナイ の報告書 『日米同盟 2020年までの

ア ジア戦略』 も、 近年の意法改正議論 を歓迎す る と 述べ

て い る *570

③大日本帝国からの視点

戦後日本の保守政治家は不本意ながら 9 条 を受け入れ

ざ る をえ なかっ た。 そ れは天皇制の存続 と 天皇の戦争責

任の免責ゆえであ っ た。 彼 らは1950年代に 9 条改正 を試

みたが、 国民の反対 に よ っ て失敗 し た。 そ れ以降、 保守

政治家は、 9 条改正に言及せず、 解釈改憲によ る実質的

な再軍備、 軍備の増強路線→憲法に基づ く 法体系 と日米

安保に基づ く 法体系の 2 つの法体系が並存する。 しかし、

後者の方が強いのが現状であ る。 例え ば、 日米地位協定

の内容 を見よ。 度重な る沖縄での米軍の不祥事に も かか

わらず、 地位協定の改定は全 く 手が付かない現実がある。 

安倍政権は2015年、 解釈改意によ っ て従来出来ない と さ

れてき た集団的自衛権の行使容認に踏み切っ た。 そ し て、

自民党改正案に見 ら れる 9 条改正は、 国防軍の創設と い

う 戦後レ ジユームの脱却の完成 (大日本帝国の復権) を

日指 し てい ると 言えよ う 。 

④沖系 からの視点

マ ツカ ーサーにと っ て、 9 条と 沖系 の米軍基地は不可

分のセ ッ ト であ っ た。 意法施行一 ケ月後の1947年 6 月、

マ ツカ ーサーは 「沖系 に米国の空軍 を置 く こ と は日本に
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と っ て重大な意義があ り 、 明 らかに日本の安全に対す る

保障 と な ろ う 」 と 述べ て い る *58。 マ ツ カ ーサーは沖系

に米軍基地があれば、 日本本土は無防備であ っ て も防衛

可能と考え ていた。 一方、 昭和天皇は東京裁判での訴追

の微妙な段階である1947年 9 月19 日、 いわゆる 「天皇メ ッ

セージ」 を発 し ていた。 即ち 「天皇は米国が沖系 およ び

他の琉球諸島の軍事占領 を継続す るこ と を希望 さ れてお

り 、 その占領は米国の利益 と なり 、 日本に主権 を残 し つ

つ、 長期貸与の形 を と るべき であ る…」 *59。 こ う し て沖

系 の基地化が構想 さ れた。

沖系 は1972年の返還まで米国の統治下に置かれた。 沖

系 の本土復帰は 「平和意法への復帰」 と と らえ ら れた。 

「沖系 タ イ ムズ」 は復帰の日の朝刊 に、 日本国意法の全

文 を掲載 し た。 しか し、 現実は駐留米軍によ っ て沖系 の

人々の平和的生存権が脅かさ れてい る。 米軍基地の74 % 
が国土面積0.6%の沖系 に集中 し 、 さ ら に普天間基地の

辺野古移転が強行 さ れよ う と し てい る。 2012年の沖系 知

事選や2014年総選挙におけ る沖系 の民意を無視 し て、 日

米両政府は辺野古移転が唯一の解決策と し て こ れを強行

し よ う と し てい る。 オス プレイ の墜落によ る謝罪も な く 、

早々訓練が再開 さ れる な ど、 日本国意法の自由 と平等原

則は沖系 には貫徹 さ れないのが実情であ る。

⑤東 ア ジアから の視点

冷戦期に、 韓国、 台湾、 東南ア ジアの軍事政権が軍事

的対峙の最前線の役割 を担 っ たため、 日本本土は 9 条 を

維持出来た。 GPPAc (武力紛争予防のための グロ ーバ

ル ・ パー ト ナーシ ッ プ) が2005年 2 月に作成 し た 「東北

ア ジ ア 地域 ア ク シ ョ ン ・ ア ジ ェ ン ダ」 は、 「… 9 条 の原

則は普遍的価値 を有する ものと認知 さ れるべき であ っ て、

東北ア ジアの平和の基盤と し て活用 さ れるべき であ る」

と し てい る *6°。
⑥地球市民社会からの視点

NGO をは じ め と す る地球市民社会は、 9 条に注日 し

てい る。 1999年 5 月、 「21世紀の世界から軍備 と 戦争 を

な く す」 こ と を目的 に オ ラ ン ダのハ ー グで開かれた 「世

界平和市民会議」 が、 「公正な社会秩序のための10の基

本原則」 を挙げ、 その第一原則で 「各国議会は、 日本国

意法 9 条のよ う な、 政府が戦争す るこ と を禁止す る決議

を採択すべき であ る」 と謳 っ てい る *6'。 2005年、 ニ ュ ー

ヨ ーク で開催 さ れた GPPAC 世界会議で採択 さ れた世界

提言において、 9 条がア ジア太平洋地域におけ る安全保

障の基盤と し て評価 さ れてい る。 また、 同年、 パリ で開

かれた国際民主主義法律家協会第16 回大会で 「日本の憲

法 9 条改定に反対 す る決議」 が採択 さ れた *62。 日本の

NGO は2008年 5 月 「 9 条世界会議」 を開催、 のべ 3 万
人の参加者 を集めた。 会議は 「戦争 を廃絶す るための九

条世界宣言」 を作成 し た。 世界の NGO は、 シ ビルによ っ

て ミ リ タ リ ーを克服する努力 を続け てい るが、 その指針
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と し て 9 条に言及し てい る。 安倍の 「積極的平和主義」

と は逆の方向であ る。 2009年秋に刊行 さ れた 『オ ッ ク ス

フ ォ ー ド国際平和事典』 には、 Article 9 ( 9 条) と いう

項目があ る。 こ のよ う に 9 条は世界の平和研究の共有財

産 と な っ て い る *63。 ま た、 近年 、 ノ ーベ ル平和賞の候

補に 「意法 9 条 を保持する日本国民」 が挙げら れ、 世界

が注目 し てい る *64。
⑦国家の揚棄の視点から

意法 9 条は、 単に戦争放棄と し て重要なのではな く 、

国家の揚棄 と い う 問題と 切り 離せない問題であ る と 柄谷

行人は指摘 し てい る *65。 即 ち、 国家の主権の放棄の問

題、 世界共和国と は各国が主権を放棄す る状態、 世界史

が到達すべき理念であ る と い う 。 そ こ では国家のみな ら

ず資本主義 も揚棄 さ れる。 9 条の存在意義は、 「軍がな

い と い う 状態があ り 得 る」 と明確に宣言 し てい るこ と。 

9 条は日本が非武装にな っ て も 国際平和は維持でき る、

そ んな世界 を実現す るには どう すればいいのか皆で考え

よ う 、 そ う い う 遠い理念 を示 し た規定、 カ ン ト の言う 統

制的理念である。 戦後、 賀川豊彦 らが展開 し た世界連邦

運動の思想的根拠 も ま た 9 条にあ っ た *66。

柄谷は、 意法 9 条は、 日本人の攻撃性が反転 し て生ま

れた と い う 。 彼は フロ イ ト の超自我と い う 概念 を援用 し

て、 意法 9 条 と は、 戦後の日本人の攻撃性が内に向け て

作 ら れた 「超自我」 で、 それは 「無意識」 であ っ て、 理

屈では説得 さ れない。 ゆえ に柄谷は 9 条改正は出来ない

と い う 。 も し、 改正 さ れて戦争に参加 し、 再び痛い目に

あ っ て、 改めて意法 9 条の意義 を確認す るのではなし か。 

ア メ リ カ も ベ ト ナ ム戦争後に ア メ リ カ 人が持 っ た超自我

が戻 っ て く る。 その時点で広島長崎に も反省す る、 その

時こ そ国家主権の放棄が実現 さ れる と い う *67。
⑧立意主義の視点から

9 条は単に平和主義 と い う 原理だけに関わる も のでは

な く て、 立意主義の原理に も 関わる *68。 多大 な犠牲 を

生んだア ジア太平洋戦争の悲劇の果てに結実 し た 9 条は、

権力暴走の最大の歯止めで も ある。 また、 立意主義の拠 っ

て立つ13条 を実現す る ために も 9 条は基盤と な る も ので

あ る * 690

⑨ 9 条が日本人 を守 っ たと いう 視点から

ア フ ガニ ス タ ンでの中村哲 さ ん ら の井戸掘 り 、 灌概用

水工事 な どの貢献は、 意法 9 条に よ っ て守 ら れてき た。 

中村 さ んた ち は、 も つば ら民生支援 をや っ て き た。 そ れ

が地元の信頼 を得 てい る。 現実に自衛隊 を ア フ ガニ ス タ

ンに上陸 さ せた こ と はない。 そ れが日本に対す る信頼の

要であ り 、 私た ちの活動の安全保障だ と い う *7°。 ま た、

東デイ モ ールの紛争に関わっ た伊勢山奇賢治は、 紛争処理

の現場で、 日本人であ るこ と で大変得 を し た と い う 。 日

本は経済大国だが侵略はし ない という 安心感、 広島長崎

に代表 さ れる、 被害者の立場に立 っ て も の を考え ら れる
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ま れな大国。 ア メ リ カ と は違 う 自主性のあ る国と し て評

価 さ れてい る。 そのこ と で守 ら れてい る *7'。 

ま た、 ベ ト ナ ム戦争では沖系 が米軍基地の最前線 と し

て日本 も 戦争に関わっ たが、 それで も 日本の自衛隊が直

接戦争に参加す る こ と はな く 、 従っ て日本人の犠性者は

なかっ た。 一方、 日本と同様にア メ リ カ と 軍事同盟 を締

結 し てい る韓国は、 ベ ト ナム戦争で集団的白衛権を行使

し て参戦し た。 その結果、 5000人以上が死亡 し た。

⑩安心供与の視点から

安全保障は抑止と安心供与の両面が必要である。 戦後

日本の平和は、 日米安全保障条約が抑止を担当 し、 憲法

9 条が安心供与 を担当する と いう 二重構造によ っ て担保

さ れて き た。 安心供与 と は、 現状 を守 るため以外 には武

力 を用い るつも り はない と 約東 し、 不用意に徴発 し ない

こ と。 戦後の日本の平和は日米安保の抑止力 だけではな

い、 9 条の制約な し に戦後日本が再軍備 し てい た ら ア ジ

アは緊張 に充 ち た地域に な つてい

0 自民党改正案の視点から

た 0 

自民党改正案は自衛隊ではな く 、 国防軍を保持する と

し てい る。 安倍は、 現実に自衛隊は世界で有数の軍隊で

あ るから、 9 条 と自衛隊の存在は矛后 し てい る。 よ っ て、

その矛盾 を埋めるのだ と い う 。 し か し、 長谷部恭男に よ

れば、 9 条は 「原理」 であ っ て、 「準則」 ではないので、

9 条 と自衛隊の存在が矛盾す る と は単純には言え ない。 

国会が二院制であ る と は準則、 つま り 文字通り に守 ら ね

ばな ら ない、 こ れに対 し て25条の生存権は、 政治の目指

すべき方向性、 つまり 「原理」、 13条も 「原理」、 こ れを

実行 し ない と い っ て、 前述の通り 、 安倍内閣 を批判す る

人はあまり いない。 9 条も また 「平和主義」 と いう 「原

理」 を示 し てい る、 だか ら二項で どんな戦力 も持 て ない

と 読めるが、 仮に侵略 さ れた場合は何 も出来ない と い う

不合理な結果にな るので、 13条の精神から し て も、 最低

限の自衛の措置は必要と解釈出来 る と い う 。

安倍は現実に自衛隊は世界有数の軍隊だから国防軍と

す るのだ と 言う が、 しか し、 自衛隊と 軍隊は決定的に違

う 。 通常の軍隊は基本的に何で も出来 る、 やっ てはいけ

ない こ と だけ書 く 「 ネ ガテ ィ ブ リ ス ト」 だが、 自衛隊は

9 条に よ る系專り のため、 やれる こ と だけ書 く 「 ポ ジテ ィ

ブリ ス ト」 であ る。 実力組織を抑制的に運用する点から

言えば、 9 条があ る と ない と では全然違う 。 白衛隊の役

割 を どん どん広げたい と 思う 人に と っ ては 9 条は障害 と

な る。 

9 条は前文の理念 を実現す るための道具と し て使う べ

き であ る。 前文は一国平和主義 を戒め、 9 条 を 廷子に世

界に向け て積極的平和主義の実行 を要請 し てい ると見る

べき であ る。 
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7 , 意法20条 なぜ 国神社参拝が問題なのか

靖国参拝間題を以下の 3 つの視点で考え る。 

・ 意法20条の解釈の問題 政治と宗教 

歴史認識の問題一中国と韓国の反発→外交上の問題 

信仰の問題 慰霊の問題

①靖国神社のイ デオロ ギーと 戦後史 ( なぜ政教分離が規

定 さ れたのか)

明治政府は神道の国教化 をすすめ、 明治中期には教派

神道、 仏教、 キリ ス ト 教の 3 教が事実上の公認宗教 と し

て国家神道に従属する国家神道体制が成立 し た。 国家神

道は肇国の精神そのも のと さ れ、 記紀神話に も と づい て

万世一系の天皇が統治す る万邦無比の国体を讀え る教義

が、 神社参 手や教育 (東 語) を通 じ て全国民に植え付け

ら れた *72。 1930年代 にはい る と 、 国家神道の精神 を全

世界に広めて、 欧米 を打倒す るのが日本国と日本人の使

命 と い う 軍国主義的性格 を強め、 中国侵略 ・ ア ジア侵略

を 「聖戦」 と位置づけ て正当化する根拠と さ れた (八紘

一宇)。貝 戦後、 GHQ は国家神道の解体を日指 し、 1945 
年12 月、 神道への国の保護や学校での神道教育の中止を

命 じ る神道指令 を出 し た。 46年 1 月 1 日、 天皇は人間宣

言の言召書 を発 し て自己の神性を否定 し、 国体の教義 を天

皇の名におい て葬り 去 っ た。 46年11月に公布 さ れた日本

国意法は20条で 「信教の自由」 と 「政教分離」 を定め、

宗教団体が国から特権を受けるこ と を禁止し た。

靖国神社も、 国の保護から切り 離 さ れ、 一宗教法人と

し て存続す る こ と を余儀な く さ れた。 こ のと き、 後に首

相 と な る石橋湛山は 「靖国神 社廃止の議」 を書い てい

る *73。 そ の後、 ふた た び靖国神 社 を国営 に戻 そ う と す

る靖国神社国家護持法案が1969年に国会に提出さ れたが、

キリ ス ト 教界や仏教界 をは じめと す る国民の広範な反対

によ っ て廃案 と な っ た。 その後、 遺族会は天皇や首相、

閣僚 ら によ る公式参拝実施に運動 を転換 し た。 そ し て、

1975年の三木首相によ る 「私的参拝原則発言」 *74 以降、

福田、 鈴木、 中曽根と継承さ れた。 1978年には上述の通

り 、 日中戦争 ・ ア ジア太平洋戦争 を 「聖戦」 と する立場

か ら 、 A 級戦犯 を ひそかに合 E し た。 こ のと き 、 昭和天

皇は A 級戦犯合 Eに強い不快感 を示 し、 「 だから私はあ

れ以来参拝 し てい ない。 それが私の心だ」 と 、 当時の宮

内庁長官、 富田朝彦に語っ ていたこ と が、 富田メ モで確

認 さ れてい る *75。

1980年、 鈴木善幸内閣は、 靖国公式参拝は 「違意の疑

い を否定で き ない」 と の統一見解 を出 し た。 し か し、

1985年中曽根首相は、 意法の専門家 ら から な る私的諮問

機関靖国問題談話会の答申*76 を得て、 先の政府統一見

解 を変更 し、 初めて公式参 手に踏み切 っ た。 国内からは

憲法違反 (政教分離に違反) 、 中国 ・ 韓国からは 「 A 級

戦犯 を合 E し た靖国神社の参 手は、 戦争賛美、 東京裁判

違反」 と し て強い抗議 を受け た。 以後、 中曽根首相は公
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式参拝はせず、 歴代首相に継承 さ れた。 と こ ろが、 自民

党の支持団体である日本遺族会に公式参拝すると いう 公

約で総理になった小泉首相は、 2001年 8 月13 日に公式参

拝した (以後、 02年 4 月21日、 03年 1 月14日、 04年 1 月
1 日、 05年10月17 日、 06年 8 月15 日と毎年参拝して遺族

会と の公約を実現 し た) 。 こ のと き、 小泉は談話で 「内

外の人々がわだかま り な く 追悼の誠 を棒げ るには どう す

ればよいか、 議論す る必要があ る」 と発言。 こ れを受け

て当時の福田官房長官のも と に設置さ れた 「追悼 ・ 平和

祈念のための記念石卑等施設の在り 方 を考え る懇談会」 が

1 年にわた っ て議論 し、 「無宗教の国立の戦没者追悼施

設が必要」 と す る提言 をま と めたが、 事態は変わっ てい

ないのが現状であ る。 小泉の後を継いだ第一次安倍内閣

は対 ア ジアに配慮 し て参 手し なかっ たが、 復活 し た第二

次安倍内開は2013年12月26 日に参手し た。 中国韓国は反

発 し、 EU は懸念 を表明 し、 ア メ リ カは 「失望」 し た * 77 0 

一方、 ま った く 非宗教的な国民的戦没者追悼式と して、

1963年以来、 政府主催の全国戦没者追悼式が毎年 8 月15 
日に日本武道館で、 天皇 ・ 皇后両陛下と と も に三権の長

が列席 し て行われてい る。

②司法判断

首相の靖国参拝 を巡 っ ては、 こ れまで様々な司法判断

が示 さ れてき たが、 合意の判決はひと つも ない。 1991年

1 月の仙台高裁判決は 「公式参拝における国と宗教法人

靖国神社と のかかわり 合いは、 意法の政教分離原則に照

ら し、 相当 と さ れる限度 を超え る」 と指摘。 天皇や首相

の公式参拝は 「意法が禁止する宗教的活動に該当す る違

意な行為」 と結論づけ た。

小泉首相の参拝については、 8 件の違憲訴訟が起こ さ

れてい るが、 多 く が違憲 ・ 合憲の判断を し なかっ た中、

福岡地裁は2004年 4 月、 2001年の参手について 「直後の

終戦記念日に前年の 2 倍以上の参拝があ る な ど、 靖国神

社 を援助す る効果 を も た ら し た」 と 指摘 *78。 戦没者の

追悼が主な目的で も、 宗教と のかかわり は否定でき ず、

憲法が禁 じ る宗教的活動に当た る と 認定 し た。 さ ら に、

靖国神社の性格について、 戦争によ る民間人の死者が葬

ら れてい ない こ と を挙げ、 「首相が追悼 を行 う 場所 と し

ては必ず し も適切ではない」 と 言及 し た *79。

続いて、 2005年の大阪高裁判決によ れば、 小泉首相は

2001年8 月13日、 02年4 月21 日、 03年1 月14日に秘書官

を伴っ て公用車で靖国神社を訪れ、 私費で供花料 を支払

い、 「内閣総理大臣小泉純一郎」 と記帳 し て参拝 し た。 

1 審大阪地裁判決は、 私的参拝と判断 し たが、 高裁は、

①総理大臣就任前の公約の実行、 ②参 手が私的な も のと

明言せず、 公的な参 手であ る こ と を否定 し てい ない、 ③

首相発言や談話に表れた参 手の動機は政治的 と 指摘。 

「参 手は内閣総理大臣の職務行為」 と公務性 を認めた。 

「国と 靖国神社と のかかわり 合いが、 我が国の社会的 ・ 
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文化的諸条件に照 ら し て相当 と さ れる限度 を超え る」 と

踏み込み、 「津地鎮祭訴訟」 の最高裁大法延判決 (1977 
年 ) が示 し た 「目的 ・ 効果基準」 に照ら し、 「憲法20条

3 項が禁止す る宗教的活動にあた る」 と明確に違憲と し

た *8°。 なお、 2006年 6 月の靖国参拝 を巡る初の最高裁

判決は、 意法判断や参拝が私的か公的かの判断 を示 さ な

か っ た。

2013年12月26 日の安倍首相の靖国神社参拝に対 しては、

韓国 ・ 中国 ・ 台 湾 ・ ド イ ツ ・ カ ナ ダ ・ オ ース ト ラ リ ア な

ど国内外の市民等合わせて約1500人が2014年春から大阪 ・ 

東京両地裁に相次いで違意訴訟 を起こ した。 靖国訴言公は

安倍の訴言公をのぞく と11件の訴訟のう ち、 首相の参拝 を

合憲と す る判決は最高裁 を含めて一件も ない。 違憲は 3 
件、 実質的違憲は 2 件で確定。 なお、 20条に対す る自民

党改正案は、 追加条項で 「 ただ し、 社会的儀礼又は習俗

的行為の範囲 を超え ない も のについ てはこ の限り ではな

い」 を設け、 靖国参 手訴訟での違意判決を避け るこ と が

で き る よ う 工夫 さ れてい る。

③信仰の問題から靖国問題を考え る

宗教は世俗の形式に過ぎないが、 信仰は個人の内面に

根 ざす厳粛な精神上の問題であり 、 容易に国家や他人の

容 すべき ものではない。 今まで靖国議論の主題は一貫

し て政、冶的だ っ た。 河原宏は靖国問題 を信仰の立場から

考え た と き 、 靖国がかつ ての戦死者への追悼の視野 を敵

味方 を問わぬ方向に踏み出すべだと言う 。 国家神道の残

光からの脱皮、 よ り 普遍的な信仰はそ こ から始ま る と 。 

一例と し て元定後、 蒙古軍戦死者慰 の石卑を建てた鎌倉

建長寺の開祖蘭渓道隆を挙げてい る*8'。
中曽根首相公式参拝の際の靖国懇 メ ンバーであ っ た梅

原猛 も同 じ事 を言っ てい る。 靖国神社は明治以来の国家

神道であ っ て、 日本古来の神道ではない。 国家が自国の

ために死 んだ人間のみまつ る と い う 発想は伝統的な古い

神道にはな く 、 む し ろそれは伝統的神道の精神に反す る

発想 だ と い う *82。 元来、 神道 と は、 葬 っ た相手方 を ま

ず E る も ので あ る と い う *83。 管原道真 を E る北野天満

宮然り であ る。 こ う し た神道の伝統 を踏まえ る な ら ば、

ア ジア太平洋戦争で犠性と な った2000万人のア ジアの人々

をまず悼むこ と から始め るべき であ り 、 それが本来の神

道の精神にかなう 。

④靖国神社の歴史認識は妥当か ?
靖国神社境内にあ る軍事博物館の遊就館には、 「先の

大東亜戦争はア ジアを解放 し た聖戦であり 、 聖戦に貢献

し た英霊 を E る神社で あ る」 と の歴史観が示 さ れてい る

が、 果た し てこ れは妥当 な も のか ? ア ジア太平洋戦争

が、 日本の軍部に よ る無謀 な戦争拡大に よ っ て ア ジア諸

国に2000万人以上の犠性者を出 し た事実は否定出来ない。 

そ し て、 東京裁判 に よ っ て A 級戦犯28人のう ち、 25人

が有罪判決を受け た事実は、 1951年のサ ンフ ラ ンシス コ
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平和条約調印の際、 日本政府 と し て承認 し、 国際的に認

知 さ れてい る。 し たが っ て、 こ れらは今や 「戦争責任者

の象徴」 と な っ てお り 、 変更作業は困難である。 読売新

聞主筆渡追恒雄は自 らの軍隊体験 をふまえ、 安倍首相の

靖国参拝 を諫める文章で次のよ う に述べてい る。 戦時中

の 「特攻」 や 「玉砕」 は残虐な作戦を美化す るために発

明 さ れたが、 その由来は東条英機の 「戦陣訓」 にあ る。 

「戦陣訓」 は極めて非人道的 な も ので、 その犠性者の室

のために も許 さ れない。 東条 ら 戦争 を指導 し た者、 ま た、

「開戦直後の勝利 を信 じ て戦地に赴い た兵士 た ち と 、 敗

戦確実 と 思い なが ら徴兵 さ れた兵士 た ちの思いは全 く 違

う 。 そ う い う も のを全て同一視 し て聖戦で戦没 し た英霊

と いう 言葉 を戦後世代が勝手に使う こ と は、 正当だと は

思え ない」 *84。 赤紙一枚 で召集 さ れた側 と そ れを命 じ て

無謀な戦争へと 導い た指導者が何の区別 も な し に E ら れ

る こ と の不合理である。

⑤なぜ、 中国や韓国は反発するのか ?
自国の戦争犠性者に一国の総理が哀悼の誠を捧げるの

は当然で あ っ て、 他国から と やか く 言われる も のではな

いと の意見もある。 1985年 8 月15 日中曽根の靖国参拝の

時、 シ ンガポールの中国紙は 「日本人は、 日本の “軍神”

や戦争被災者のこ と だけ を考え てい るのではないか。 …

日本軍の侵略で犠性 と な っ た ア ジア大陸、 東南ア ジア、

太平洋地域の人々のこ と を決 し て忘 れない でほ しい」 *85 
と 報 じ た。

中国や韓国の特に A 級戦犯合 E以降の批判には理由

があ る。 と り わけ中国は、 日本に対す る戦争賠償請求権

を放棄 し たその理由 を、 あの戦争は一部の軍国主義者が

起こ し た も のであ っ て、 中国人はも と よ り 、 日本の民衆

も また犠性者であ る と し た。 こ の論理で中国指導部は賠

償請求 を要求す る中国民衆を説得 し た。 し かし、 A 級戦

犯 を合 E し た靖国神社への首相の参拝は、 こ う し た論理

を破 定さ せて し ま う こ と に な る。 ま た、 侵略戦争の責任

を認めたサ ン フ ラ ン シス コ平和条約 を も 反古 に し て し ま

う こ と になる。 こ れが中国の反発の理由である。 2005年

の国会で、 小泉首相は A 級戦犯の合 E問題につい て、

「『罪を憎んで人を憎まず』 は中国の孔子の言葉だ」 と述

べた。 しかし、 こ の言葉は加害者である日本人が言う べ

き言葉ではな く 、 本来は被害者であ る中国側から発せら

れるべ き 言葉で あ ろ う *86。 こ と ほ ど左様 に中国に対す

る無知が中国蔑視の靖国参拝へと駆り 立て るのである。 

ま た、 韓国には、 当時の韓国大統領金大中が、 多大な政

治的 リ ス ク を払 っ て日本文化の開放 を決め、 サ ッ カ ーの

ワ ール ド カ ッ プ を控え、 本来で あればも っ と も友好関係

が盛り 上がるべき時に、 靖国参 手と歴史教科書問題で相

手の顔に泥 を塗 っ て し ま っ たので あ る。 ブ ッ シュ 政権に

はひたす らすり よ るが、 しか し、 隣国への無神経な強引

さ によ っ て、 日中 ・ 日韓の外交関係は10年前に逆戻 り し
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た。

⑥憲法19条と靖国参拝

小泉首相は、 自分の信条から発する参拝に対 し て他の

国が干渉すべき ではない。 「心の問題」 であ っ て、 精神

の白由に国内の知識人、 言論人が批判す る こ と も理解出

来ない と いう 。 こ のよ う に意法19条 を根拠に参拝を正当

化 し てい る。 しか し、 こ れは妥当か ? 19条は国家、 権力

によ る個人の内心の自由への干渉の拒否であ っ て、 権力

者たる総理大臣の信条の自由ではない。 国家権力 を握り

影響力 を振るう 者によ る、 特定の宗教法人への繰り 返 し

の参拝が、 果た し て国民個人の内心の自由、 精神活動の

価値に対す る専重 と 調和す るこ と がで き るかどう かと い

う 問題であ る*87。 

注

* 1 田原総一朗 https://twitter.com/namatahara/status/103
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